
パワハラ法制化 いつまでに何をすべきか

・ 社内方針の明確化と周知・啓発

・ 苦情などに対する相談体制の整備

・ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止

パワーハラスメント防止が法制化されました

心配はある
けれど･･･
どこからがパ
ワハラ？

何から手を
つけたら
よいのか？

大企業は
いいけど
人手は
ないし・・

誰かに
相談したい
けれど・・

開 催 日 時

開 催 場 所

セミナー内容

令和元年12月5日（木） 16:30～18:00（受付16：00）

イノベーションズアイ事務局 セミナールーム
（東京都千代田区神田錦町1-4-8 6階）

無 料受 講 料

☑ハラスメントの境界線はどこか
☑法制化に伴いいつまでに何をすればよいのか
☑会社としてのハラスメント法制化対応策
☑ハラスメントの一歩先行く予防策とは

パワハラの境界線はどこか？
『ハラスメント法制化対策 基本から解決まで』 セミナー開催
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簡潔に
解決法を
教えて！


